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第１回 河川の管理の現状と課題

説明内容

第１回 河川の管理の現状と課題

（１） 河川の管理の現状
１）河川の特性
２）河川の管理の概括的整理

環境：自然環境の保全（希少種・外来種対策、生態系保全）
〃 ：河川利用上支障のある行為
〃 ：塵芥処理

６）洪水時の河川の管理２）河川の管理の概括的整理
３）河川の管理区分
４）河川管理施設

堤防
河川構造物

６）洪水時の河川の管理
出水状況（九州北部水害の例）
施設操作
避難判断の水位情報、リエゾン派遣
水防活動
水防演習 洪水 ザ ド プ河川構造物

５）平常時の河川の管理
共通：河川管理上支障のある行為
治水：河川の変化

〃 ：堤防の変状

水防演習・洪水ハザードマップ

７）渇水時の河川の管理

（２） 河川の管理における課題
〃 ：堤防の変状
〃 ：堤防除草（変状把握の前提）
〃 ：護岸の変状
〃 ：堤防等の修繕
〃 ：機械設備の点検・整備

許可工作物 の対応

１）近年の提言や指摘等
２）河川の管理における課題例

大河川及び中小河川の維持管理水準のあり方
長寿命化対策
河川維持管理技術 蓄積と継承〃 ：許可工作物への対応

利水：水質事故対応
〃 ：水利使用秩序の確保

環境：調査等
〃 ：河川空間の利用

河川維持管理技術の蓄積と継承
河川環境保全等における市民団体等との連携
資源としての河川を活用した民間の参画
河川の管理に係る訴訟事案
河川の管理に係る責任

第２回 河川の管理に係る最近の取り組み例 ・・・次回予定

管 係 責
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（１） 計画的な維持管理への転換
（２） 施設の老朽化対策
（３） 官民連携の推進

（４） 技術の伝承、開発
（５） 許可工作物に対する指導・助言
（６） その他



（１） 河川の管理の現状
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１）河川の特性①

■上流部・中流部・下流部、あるいは地形・地質により、河川の形状・形態は大きく変わり、異なる特徴を呈する。
■市街地化及び周辺地域の開発状況などによっても、河川の表情は千差万別。
■河道内への土砂堆積の状況、樹木の繁茂状況などは、流域の地形・地質等を反映し、河川には地域固有の

特性がある。

大都市を流れる河川

河川の形状、形態

荒川下流部 淀川下流部

河口部に三角州を形成する太田川 堀込河川となっている堀川

墨田区・江東区 大阪市此花区

地方都市を流れる河川土岐川中流部 千曲川中流部

名古屋市中村区広島市

山間狭窄部での急流、留萌川 田園地帯を緩やかに流れる吉田川

岐阜県多治見市 長野県飯山市

山間地域を流れる河川川内川 江の川

鹿児島県湧水町 島根県美郷町

北海道留萌市 宮城県大郷町、鹿島台町
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■河川は自然公物であり洪水により変化し 平常時と災害時には異なる状況をもつ また 河川改修等によって

１）河川の特性②

出水前の状況 出水後の状況

■河川は自然公物であり洪水により変化し、平常時と災害時には異なる状況をもつ。また、河川改修等によって
も変化していく。

洪水による変化 平常時と災害時の変化

洪水時 例出水前の状況 出水後の状況
平常時の例 洪水時の例

天神川水系天神川

河川改修による変化

荒川水系荒川 （平成24年7月撮影）筑後川水系花月川

地震時の例 津波遡上時の例

河道掘削後河川改修前

河川改修による変化

（平成23年3月撮影）鳴瀬川水系鳴瀬川（平成23年3月撮影）北上川水系江合川掘削

4

遠賀川水系遠賀川



２） 河川の管理の概括的整理

Ｐ７

河川管理施設 Ｐ８，９

全体 目標設定、状態把握、維持管理対策の流れ Ｐ１０

状態把握 河川巡視（管理上支障のある行為の発見） Ｐ１１

管理の対象
河川

堤防、河川構造物

共通
状態把握 河川巡視（管理上支障のある行為の発見） Ｐ１１

河川の変化 Ｐ１２

堤防の変状 Ｐ１３

堤防除草（変状把握の前提） Ｐ１４

護岸の変状 Ｐ１５

状態把握

治水 護岸の変状 Ｐ１５

堤防等の修繕 Ｐ１６

機械設備の点検･整備 Ｐ１７

許可工作物への対応 Ｐ１８

水質事故対応 Ｐ１９

維持管理対策
平常時の河川の管理

治水

水質事故対応 Ｐ１９

水利使用秩序の確保 Ｐ２０

調査等 Ｐ２１

河川空間の利用 Ｐ２２

自然環境の保全（希少種・外来種対策 生態系保全） Ｐ２３

利水 維持管理対策

管理時の状況

状態把握

環境 自然環境の保全（希少種・外来種対策、生態系保全） Ｐ２３

河川利用上支障のある行為への対応 Ｐ２４

塵芥処理 Ｐ２５

河川 状態把握 全体像、出水状況 Ｐ２６，２７

河川管理施設 Ｐ２８

維持管理対策

環境

施設の操作河川管理施設 Ｐ２８

情報提供･共有 避難判断の水位情報、リエゾン派遣 Ｐ２９

Ｐ３０

事前の準備 水防演習・洪水ハザードマップ Ｐ３１

渇水時の河川の管理 Ｐ３２

水防活動

状況把握 広報 渇水調整

洪水時の河川の管理

避難･水防活動

施設の操作
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渇水時の河川の管理 Ｐ３２状況把握、広報、渇水調整



（参考） 国土交通省河川砂防技術基準維持管理編（河川編） 目次

第7節 床止め・堰
び

5.1 出水期前、台風期、出水中、出水後等の点検
5 1 1 出水期前 台風期第1章 総説

7.1 本体及び水叩き
7.2 護床工
7.3 護岸、取付擁壁及び高水敷保護工
7.4 魚道
7.5 ゲート設備
7.6 電気通信施設
7.7 付属施設

5.1.1 出水期前、台風期
5.1.2 出水中
5.1.3 出水後等

5.2 地震時の点検
5.3 親水施設等の点検
5.4 機械設備を伴う河川構造物の点検
5.5 許可工作物の点検

第6節 河川カルテ

第1章 総説
第1節 目的
第2節 維持管理の基本方針
第3節 適用範囲

第2章 河川維持管理に関する計画
第1節 河川維持管理計画

第8節 排水機場
8.1 土木施設
8.2 ポンプ設備
8.3 電気通信施設
8.4 機場上屋

第9節 陸閘
第 節 管 施 操作

第6節 河川カルテ
第7節 河川の状態把握の分析、評価

第5章 河道の維持管理対策
第1節 河道流下断面の確保・河床低下対策
第2節 河岸の対策
第3節 樹木の対策

第1節 河川維持管理計画
1.1 一般

1.2 計画に定める事項

第2節 サイクル型維持管理
2.1 サイクル型維持管理体系の構築
2.2 河道計画等との関係

第3章 河川維持管理目標 第10節 河川管理施設の操作
第11節 許可工作物

11.1 基本
11.2 伏せ越し
11.3 取水施設
11.4 橋梁

11 4 1 橋台

第3節 樹木の対策
第4節 河口部の対策

第6章 施設の維持管理対策
第1節 河川構造物一般

1.1 土木施設
1 2 機械設備・電気通信施設

第3章 河川維持管理目標
第1節 一般
第2節 河道流下断面の確保
第3節 施設の機能維持

3.1 基本
3.2 河道（河床低下・洗掘の対策）

防
11.4.1 橋台
11.4.2 橋脚
11.4.3 取付道路

11.5 堤外・堤内水路

第7章 河川区域等の維持管理対策
第1節 一般
第2節 不法行為 の対策

1.2 機械設備・電気通信施設

第2節 堤防
2.1 土堤

2.2.1 堤体
2.1.2 除草
2.1.3 天端
2.1.4 坂路・階段工

堤脚保護

3.3 堤防
3.4 護岸、根固工、水制工
3.5 床止め（落差工、帯工含む）
3.6 堰、水門、樋門、排水機場等
3.7 水文・水理観測施設

第4節 河川区域等の適正な利用
第5節 河川環境の整備と保全

第2節 不法行為への対策
2.1 基本
2.2 ゴミ、土砂、車両等の不法投棄
2.3 不法占用（不法係留船を除く。）への対策
2.4 不法係留船への対策
2.5 不法な砂利採取等への対策

第3節 河川の適正な利用

2.1.5 堤脚保護工
2.1.6 堤脚水路
2.1.7 側帯

2.2 特殊堤
2.2.1 胸壁構造の特殊堤
2.2.2 コンクリート擁壁構造の特殊堤

2.3 霞堤
2 4 越流堤 導流堤 背割堤 線堤

第5節 河川環境の整備と保全

第4章 河川の状態把握
第1節 一般
第2節 基本データの収集

2.1 水文・水理等観測
2.2 測量

3.1 状態把握
3.2 河川の安全な利用
3.3 水面利用

第8章 河川環境の維持管理対策

第9章 水防等のための対策

2.4 越流堤、導流堤、背割堤、二線堤

第3節 護岸
3.1 基本
3.2 特殊護岸・コンクリート擁壁
3.3 矢板護岸

第4節 根固工
第5節 水制工

2.2.1 縦横断測量
2.2.2 平面測量

2.3 河道の基本データ
2.4 河川環境の基本データ
2.5 観測施設、機器の点検

第3節堤防点検等のための環境整備
第4節 河川巡視 第9章 水防等のための対策

第1節 水防のための対策
1.1 水防活動等への対応
1.2 水位情報等の提供

第2節 水質事故対策

第5節 水制工
第6節 樋門・水門

6.1 本体
6.2 ゲート設備
6.3 電気通信施設、付属施設

第4節 河川巡視
4.1 平常時の河川巡視
4.2 出水時の河川巡視

第5節 点検
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３） 河川の管理区分

■河川管理に関する事務は国の事務とした上で 河川の重要度に応じて国と地方がそれぞれ河川管理者■河川管理に関する事務は国の事務とした上で、河川の重要度に応じて国と地方がそれぞれ河川管理者
として役割分担しながら行っている。

■河川延長

直轄管理区間

■一級河川
国土保全上又は国民経済上得に重要な水系に係る河川で、
国土交通大臣が指定。

直轄管理区間 指定区間

一級河川
約10,600km

（約7％）
約77,300km
（約54％）

二級河川 約35,900km（約25％）
直轄管理区間

一級河川の中でも重要度の高い区間で、国土交通大臣が管理

指定区間（法定受託事務）
都道府県知事が管理（一定の権限は大臣に留保）

準用河川 約20,100km（約14％）

■河川延長比

■二級河川（法定受託事務）
一級河川以外で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で、
都道府県知事が指定。都道府県知事が管理。

直轄管理以外の区間 約９３％

直轄管理区間 約７％

■準用河川
一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。
市町村長が管理。

一級河川（直轄管理区間）

一級河川（指定区間）

二級河川

準用河川

普通河川

法河川

①・・１号地 ②・・２号地 ③・・３号地－河川空間の定義－

都道府県が管理

7◆河川空間とは、通常、河川区域（河川法６条１項１～３号）を指す。 一級河川 二級河川 準用河川

国が管理 都道府県が管理

市町村が管理

都道府県が管理
（指定区間）



■堤防は 川沿いに建造される構造物であるため 施工において地盤条件を任意に選択できない条件のもとに

４）河川管理施設 ～堤防～

■堤防は、川沿いに建造される構造物であるため、施工において地盤条件を任意に選択できない条件のもとに、
大量にそして安価に入手しやすい材料でかつ地盤の変化に追随し易くて耐久性も確保できるよう、土で作ら
れる「土堤」が原則である。

■堤防は延長が極めて長い線的構造物であり、一箇所で決壊した場合であっても、一連区間全体の治水機能
を喪失してしまう。

■大河川の堤防が決壊した場合の被害は甚大。
※土堤を原則とする堤防は、次のような特徴を有する。
・長い歴史の中で順次拡築されてできてきた構造物であり 時代によって築堤材料や施工法が異なるため 堤体の強度が長い歴史の中で順次拡築されてできてきた構造物であり、時代によって築堤材料や施工法が異なるため、堤体の強度が

不均一であり、しかもその分布が不明
・基礎地盤自体が古い時代の河川の作用によって形成された地盤であり、極めて複雑
・堤防が被災した場合、堤体や基礎地盤が破壊されてしまい、被災原因を解明することが困難
・小さな穴ひとつでも破堤するといわれるように、局部的な安全性が一連の堤防全体の安全性を規定小さな穴ひとつでも破堤するといわれるように、局部的な安全性が 連の堤防全体の安全性を規定
・水防活動と一体となって堤防の安全性が確保されていることなどから、ある断面形状を定めて堤防を整備し、大洪水に遭遇
して堤防が危険な状態になることを経験すると、その後の改修において堤防を拡築して強度を上げるという方式で築造

例） 淀川の堤防断面の変遷

例） 荒川の堤内側

例） 淀川 堤防断面 変遷
例） 淀川の堤防

S56.8 小貝川における構造物（樋管）周りの決壊

8
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４）河川管理施設 ～河川構造物～

■河川には 堰や水門 樋管 排水機場などの様々な河川管理施設が設置されている■河川には、堰や水門・樋管、排水機場などの様々な河川管理施設が設置されている。

堰 水門 樋管

排水機場 閘門床止め
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■河川の管理は、河道流下断面の確保、堤防等の施設の機能維持、河川区域等の適正な利用等に関して、

５）平常時の河川の管理 ～全体像～

目標設定の例 状態把握の例 維持管理対策の例

■河川の管理は、河道流下断面の確保、堤防等の施設の機能維持、河川区域等の適正な利用等に関して、
それぞれ「目標設定」を行った上で、「状態把握」を行い、その結果に応じて適切な「維持管理対策」を実施する
ことが基本。

縦横断測量
土砂撤去・樹木伐開

目標設定の例 状態把握の例 維持管理対策の例

河道流下断面の確保

施設点検
施設の補修堤防等施設の機能維持

堤防点検

施設点検

河川区域等の適正な利用

河川巡視

河川区域等の適正な利用
治水、利水、環境の目的と合致し
て適正に利用されるよう、河川敷地
の占用や不法行為等へ対応

不法行為等への
対応

河川環境の保全と整備
生物の生息・生育・繁殖環境、河

水辺の国勢調査
貴重種の保護等

クリーンアップ

10

生物の生息 生育 繁殖環境、河
川利用、河川景観の状況等を踏ま
え、河川整備計画等に基づいて対
応
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■堤防等の河川管理施設の状況 不法行為の発見 水質監視や事故発見等 河川の状況や異常の把握の

５）平常時の河川の管理 ～共通：河川管理上支障のある行為～

■堤防等の河川管理施設の状況、不法行為の発見、水質監視や事故発見等、河川の状況や異常の把握の

ために定期的な巡視を実施。

■河川の異常はいつ発生するか判らず、放置した場合には治水安全上問題となる他、河川利用者への影響

や水防活動への支障等 社会的影響が大きい。

巡視での異常等発見件数（平成23年度） 焼失
半焼し
た隣家

や水防活動への支障等、社会的影響が大きい。

定
期
的
に

施
設
の 不法占用家屋が焼失。消失直後より再築を認め

不法投棄, 
38,758その他, 33,921

巡視車輌による巡視

全国で、年間約１２万件※以上

に
巡
視
を
行

の
異
常
や
不

不法占用家屋が焼失。消失直後より再築を認め
ない旨を通告し、フェンスを設置する等、迅速な
対応により改善。

不法耕作, 
1,624

危険行為の発

堤防・施設等の

異常, 40,886水質異常, 
1,992

バイクによる巡視

全国で、年間約１２万件※以上行
う
こ
と
に
よ

不
法
行
為
等

※Ｈ２３年度河川巡視結果
水管理・国土保全局河川環境課調べ

見, 6,522よ
り

を
早
期
発
見

河川敷の不法小屋。

出水後の改築を巡視
で発見・指導を繰り
返し、迅速に再築を
阻止。

施設施設のの異常異常

巡視船による巡視

見

危険行為（ゴルフ等）防護柵の損傷河川管理用道路に生じた陥没 11



５）平常時の河川の管理 ～治水：河川の変化～

■河道は洪水や日々の流水の作用、植物の変化等により長期的にも短期的にも変化していく自然公物。
その変化は必ずしも一様ではなく、時には急激に変化することから、日常的な状態把握を行っている。

河道内の樹木の繁茂 河口の閉塞（渡川水系中筋川） （日野川水系日野川）（芦田川水系芦田川）

H18 8撮影
H19.9撮影 H19.3撮影 H18.8撮影

高知県四万十市 鳥取県米子市岡山県府中市

H19.3撮影

12H19.5撮影H22.10撮影 H24.8撮影



■堤防の変状の多くは直ちに堤防の機能を奪うものではないが 放置すれば徐々に拡大し 洪水時に

５）平常時の河川の管理 ～治水：堤防の変状～

台風後の堤防上 台風後の堤防上

■堤防の変状の多くは直ちに堤防の機能を奪うものではないが、放置すれば徐々に拡大し、洪水時に
決壊等の要因となる。

■日常の維持管理（予防保全）が重要であり、土の構造物のため補修等の対応が容易。

Ｐｈｏｔｏ

わだちの形成

台風後の堤防上
の風倒木

台風後の堤防上
の風倒木

Ｐｈｏｔｏ

植生の
繁茂

降雨による

クラック
の形成

Ｐｈｏｔｏ
Ｐｈｏｔｏ 動物による

降雨による
ガリ侵食

降雨や洪水時の

Ｐｈｏｔ
ｏ

動物による
穴の形成

法面の滑り

施工後高

利根川の事例

ＰｈｏｔｏＰｈｏｔｏ
地盤沈下

施工後高

施工前高

約１ｍの
かさ上げ

２０年で約１ｍの沈下沈

下

量

13



■堤体の保全のため 必要な除草を適切な頻度で実施。

５）平常時の河川の管理 ～治水：堤防除草（変状把握の前提）～

◆未除草では堤防の変状把握が困難

■堤体の保全のため、必要な除草を適切な頻度で実施。
■堤防点検、あるいは河川の状態把握のための環境整備として、堤防又は高水敷の規模、状況等に応じた

除草を行う。

◆堤防点検等のため堤防除草を実施 ◆堤防除草後の職員等による堤防点検◆未除草では堤防の変状把握が困難 ◆堤防点検等のため堤防除草を実施 ◆堤防除草後の職員等による堤防点検

草丈が長いと堤防の変状が分からない

◆堤防点検等による変状箇所の確認

陥没の発見・調査 ひび割れ発見 堤防の点検（ゆるみの把握）

◆堤防点検等による変状箇所の確認

小動物による穴の内空調査 14



■河道は洪水の作用に伴い自然現象の中で変化し 護岸 根固め等に変状が生じることがある

５）平常時の河川の管理 ～治水：護岸の変状～

（天竜川水系天竜川）

■河道は洪水の作用に伴い自然現象の中で変化し、護岸，根固め等に変状が生じることがある。

■巡視等により状態（経年的変化）を監視し、補修等を実施。

H19年 H19年
（利根川水系常陸利根川）

（天竜川水系天竜川）

H23年 H23年H23年 H23年

15

15



５）平常時の河川の管理 ～治水：堤防等の修繕～

■平成24年度出水期前点検における江の川 高津川の堤防等の修繕事例

【点検結果】 江の川 高津川
護岸等コンクリートの損傷劣化 ５９箇所 ４５箇所

点検状況 点検状況

■平成24年度出水期前点検における江の川、高津川の堤防等の修繕事例

護岸等コンクリ トの損傷劣化 ５９箇所 ４５箇所
小動物などによる堤防の穴・窪み ９箇所 １４箇所
その他 （水位表示板の劣化、堆積ゴミ等） １０箇所 １２箇所

※写真は、修繕等の代表的なもの

江の川

修繕前伐採前 修繕前修繕前

高津川

修繕後

伐採後 修繕後修繕後

修繕後

法面空洞箇所修繕（益田市中島町）護岸に繁茂の樹木伐採（江津市松川町） 法面ガリ浸食箇所修繕（益田市中島町）護岸クラック箇所修繕（川本町木路原）

16



■堰 水門 排水機場等の機械設備は 施設操作時の動作値や点検結果から劣化状態を把握し 必要に応じて

５）平常時の河川の管理 ～治水：機械設備の点検・整備～

■堰、水門、排水機場等の機械設備は、施設操作時の動作値や点検結果から劣化状態を把握し、必要に応じて
修繕、更新等を実施。

■ 点検の構成と実施

（機械設備の点検） （操作設備の点検・操作講習） ■ 定期的な整備の例
※河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）より

（ポンプ設備の点検・整備） （エンジンの点検・整備）

（樋管ゲートの点検） （ゲート設備の点検・整備） 17※河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）より



５）平常時の河川の管理 ～治水：許可工作物への対応～

直
轄

約15,000箇所 14,699

12,000

14,000

16,000

40年以上の施設は

約4割→約6割2,586

3,152

2,658

2 3102 500

3,000

3,500
（施設数）

轄
管
理
河
川

許
可

6,329

9,481

6,000

8,000

10,000

４３％

６５％

974

1,658

2,310

1,3611,500

2,000

2,500

堰等;
992 

揚排水機場;
樋門樋管等; 5,558  ダム; 20  橋梁; 6,736 

その他; 
3 

川
の

可
工
作
物

0

2,000

4,000

平成23年 平成33年 平成23年時点の施設数
0

500

1,000

10年未満 10～19年 20～29年 30～39年 40～49年 50年以上 不明

1,390 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

計：14,699

許可工作物の完成検査 許可工作物での被災事例

物
※平成２３年 水管理・国土保全局河川環境課調べ

平成23年 平成33年 平成23年時点の施設数10年未満 10 19年 20 29年 30 39年 40 49年 50年以上 不明0  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000  16,000 

（施設数）

ニケ領宿河原堰

（許可工作物（当時））

許 物 完成検 許 物 被災事

多摩川

（許可工作物（当時））

多摩川

18昭和４９年９月



５）平常時の河川の管理 ～利水：水質事故対応～

■有害物質（油類や化学物質等）の河川への流出による水質事故時は 関係機関や利水者への情報伝達

■水質事故の事例

■有害物質（油類や化学物質等）の河川への流出による水質事故時は、関係機関や利水者への情報伝達、
有害物質の拡散防止、水質調査・影響予測等、適切に対応。

ホルムアルデヒドによる取水障害
への対応
（H24 5 19 関東地整記者発表）

その他 タンク操作ミスによる重油流出

交通事故による油流出

■水質事故の原因物質

（H24.5.19 関東地整記者発表）

ホルムアルデヒドによる断水状況

原因物質を希釈・流下させるこ
とを期待し、ダム等から緊急放流
を実施し、利根川、江戸川の流量
を約２倍に増加

5.3%

7.5%

化学物質

油類、化学物質以外
（土砂・糞尿等） 断水区域

ホルムアルデヒドによる断水状況

5.0%

総件数：1,273件
（平成23年）

82.1%

油類出典：全国一級河川の水質現況
（水管理・国土保全局河川環境課）

19

河川内での油回収作業

※厚生労働省プレスリリース
（平成24年5月23日付け）より

千葉県５市（柏市、流山市我孫子市、八千代市、
野田市、約３６万戸、６７万人）で断水



５）平常時の河川の管理 ～利水：水利使用秩序の確保～

■河川の流水を占用する場合には 河川管理者の許可（水利使用許可）が必要■河川の流水を占用する場合には、河川管理者の許可（水利使用許可）が必要。
■河川管理者は、下流利水者や河川環境への影響がないよう、河川流量と取水量との関係等を確認し、許可。

流量

河川流量

基準渇水流量

取水予定地点における10年に１回程度の渇

豊水 豊水豊水水利権

安定水利権
新規許可可能範囲

水年における渇水流量

正常流量

流水の正常な機能が維持されるために必要な

流量

基準渇水流量

正常流量

渇水時の河川

既得水利権量

河川維持流量

12月６月 ９月３月０

河川維持流量

漁業、景観、河川管理施設の保護、動植物の

保護、流水の清潔の保持等を総合的に考慮

し、渇水時においても維持すべきである流量 通常時の河川

○新規許可可能水利権 ≧ 取水予定量 → 安定水利権（取水が安定的に継続される水利権）

○新規許可可能水利権 ＜ 取水予定量 → 豊水水利権（河川の流量が基準渇水流量を超える場合（豊水時）に限り取水できる水利権）

■河川管理者は 水利使用者が許可内容（取水量 取水目的等）や許可条件（取水制限等）に違反した場合に

○超過取水
許可取水量を超えた取水

■河川管理者は、水利使用者が許可内容（取水量、取水目的等）や許可条件（取水制限等）に違反した場合に
は、河川法に基づき許可の取り消し等の監督処分を行い、水利使用の秩序を確保。

○許可取消処分許可取水量を超えた取水

○取水制限流量違反
取水制限流量を下回った取水

○目的外取水
取水目的（かんがい、発電、水道等）以外での水利

（取水制限流量違反の例）

ゲート下流の流量の不足

○許可取消処分
○減量処分
○是正措置命令
○再発防止策とりまとめ命令

【事例】

違反の重大性、悪質性
河川への影響等を勘案

河
川
法

監
督
処取水目的（かんがい、発電、水道等）以外での水利

使用

○虚偽報告
超過取水の発覚回避のための過小報告
許可水量を減量されないための過大報告

【事例】
取り消し・東京電力塩原発電所（H19.5.16）

・ＪＲ東日本信濃川発電所（H21.3.10）
取水停止・みどり市水道 （H23.3.31）

河川への影響等を勘案違
反

処
分

20



５）平常時の河川の管理 ～環境：調査等～

■河川の生物や河川の状況、河川空間の利用実態を把握するため、河川水辺の国勢調査を継続実施。

【河 水辺 国勢調査】

■河川の生物や河川の状況、河川空間の利用実態を把握するため、河川水辺の国勢調査を継続実施。
■河川環境（生物、生息環境）を空間的に把握するため、河川環境情報図を作成。
■河川特性・利用ニーズに即した河川敷の管理により、多様な形態がみられる。

【調査等の実施状況】
【河川水辺の国勢調査】

魚類調査

魚類の調査（複数地
両生類、爬虫類、哺乳
類調査魚類の調査（複数地

点で年2回以上）

底生動物調査
水生昆虫やゴカイ、カワニ
ナなどの底生動物調査

（複数地点で年2回以上）

類調査
両生類、爬虫類、哺乳類
の調査（複数地点で年3
回）

魚類調査鳥類調査

【河川環境情報図の例】
（複数地点で年2回以上）

河川調査
瀬や淵、ワンドや水際部、
堰などの状況の調査、近
年の流量、水質の調査

鳥類調査
種類と分布状況の調査
（複数地点で年2回以上）

陸上昆虫類等調査

魚類調査

河川空間
利用形態や利用場所別に
河川空間の利用状況の

陸上昆虫類等調査
陸上昆虫類やクモ、、ムカ
デ、カタツムリなどの調査
（複数地点で年3回以上）

植物調査
植物調査を行い植生図な河川空間の利用状況の

調査（複数地点で7回）
植物調査を行い植生図な
どを作る
（植物生育期に）

21



５）平常時の河川の管理 ～環境：河川空間の利用～

■ 河川空間は様々な形態で人々に利用されている。■ 河川空間は様々な形態で人々に利用されている。
■ 河川利用に伴い多くの事故も発生している。

河川敷の利用状況 水面利用状況（カヌー・水遊び） 河川敷のグランド利用状況

H21 利用形態・場所別利用者数推計利用者数の推移 河川利用に伴う事故

水辺の散策路の利用状況 河川敷の利用状況（ランニング） 河川敷の利用状況（自転車）

単位：千人 その他, 4件, 7%

作業中, 3件, 5%

釣り・魚とり, 2件, 3%

バイク, 4件, 7%

自転車, 2件, 3%

歩行, 9件, 16%

水遊び, 11件, 19%

船・ボート, 2件, 3%

自動車, 3件, 5%

河川利用状況
の構成比

22

※ 推計利用者数の算出方法
河川利用は季節により変化すると考えられるため、基本的には各季節で実施した調査日（年間7回）の利用者数に
各季節の日数（休日、土曜日、平日の別）を乗じて年間の利用者数を算出。

出典：河川空間利用実態調査（水管理・国土保全局）
遊び, 18件, 32%

歩行 自転車 バイク 自動車 船・ボート 遊び 水遊び 釣り・魚とり 作業中 その他

■河川における転落等訴訟のうち、判決が確定した
訴訟及び和解した訴訟（昭和55年～平成21年）

出典：水管理・国土保全局調べ



５）平常時の河川の管理 ～環境：自然環境の保全（希少種・外来種対策、生態系保全）～

■河川を生息・生育の場とする動植物等に配慮した良好な河川環境の保全、創出。
■流水の正常な機能の維持（水量、水質）の保持のための監視、水質事故等への迅速、的確な対応。
■関係機関等との連携による、河川における侵略的外来種への対策。

■生物の生息・生育・繁殖環境の保全■多自然川づくり ■水質の監視 ■生物の生息・生育・繁殖環境の保全
水質自動監視装置（信濃川）

■多自然川づくり ■水質の監視

（アユの産卵場の例）
整備前

（神奈川県 いたち川）

整備後

小中学生等の水生生物水質調査

アレチウリの除去作業

■外来種対策

アユの産卵状況 砂礫に産卵されたアユの卵ホテイアオイ除去作業（和歌山市 紀ノ川）

23
安茂里地先アレチウリ駆除状況



５）平常時の河川の管理 ～環境：河川利用上支障のある行為～

■河川で行われる様々な不法行為 迷惑行為 の対応が必要とされる■河川で行われる様々な不法行為・迷惑行為への対応が必要とされる。

■不法投棄物の対応 ■河川利用に関する啓発活動■不法係留船 不法投棄物 対応■不法係留船

行政代執行等 関係自治体等

による是正措置 と連携し是正

24



■河川には多量のゴミが存在。

５）平常時の河川の管理 ～環境：塵芥処理～

施設操作や流下能力確保のための塵芥処理は必要不可欠

■河川には多量のゴミが存在。
■現状では治水施設の機能等に係る部分以外の河川利用や周辺住民の生活環境に係る塵芥処理を特に

利用の多い箇所に限定して実施。

河川の 般ゴミ 施設操作や流下能力確保のための塵芥処理は必要不可欠

異常繁殖した水草（外来種）施設（堰）に引っかかった流木堤防上に散乱するゴミ

河川の一般ゴミ

地域との協力によるクリーンアップ 施設（橋梁）に引っかかった流木

25



■河川管理者は、水防活動が円滑に行われるよう、水位に応じて水防警報を発令するとともに、気象台と共同で

６）洪水時の河川の管理 ～全体像～

洪水予報を発表し広く住民に周知している。
■現場では、巡視、施設操作等行い災害が発生したときには、災害対策機械等を活用して、被害の軽減と拡大

防止を図っている。

国土交通省
（河川事務所）

気象庁
（地方気象台等）

報道機関 住
民

洪水予報（共同）
※河川事務所では
状況把握、水位予

等を実施

【洪水時の情報連絡】

民

都
道
府
県

市
町
村

避難勧告・避難指示洪水予報（共同）

水
防

出動命令

測等を実施。

県 村
水防警報・特別警戒水位到達情報

防
団

河川事務所

情報の収集

【現場での対応】

自治体支援水防活動支援情報の収集 自治体支援水防活動支援

26被害軽減策河川巡視 施設操作 緊急復旧



■７月３日から１４日にかけての梅雨前線豪雨による九州地方の被害状況（九州地方）

６）洪水時の河川の管理 ～出水状況（九州北部水害の例）～

■７月３日から１４日にかけての梅雨前線豪雨による九州地方の被害状況（九州地方）

【7月3日 筑後川水系花月川】
【7月3日 山国川水系山国川】

【 部 部 】

青の禅海橋付近の状況（平常時） 青の禅海橋付近の状況（流下状況）（7/3 10:40）
日田市西有田地区（花月川右岸6K200付近）堤防決壊状況

【7月12日 白川水系白川】【7月14日 矢部川水系矢部川】

27
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６）洪水時の河川の管理 ～施設操作～

■水門 樋門等の人為的操作により 治水機能を発揮する河川管理施設が多数存在■水門・樋門等の人為的操作により、治水機能を発揮する河川管理施設が多数存在。

■これらの施設は操作規則等に基づいて的確な運用を実施。

（堰の遠隔操作）（樋管の機側操作）

樋門等操作の概要

本川側 堤内地側

機側操作盤開閉機

施設操作

開閉機

本川 　 水位
　水位

支川（内水河川）は、平常時、本川の水位より高い

量水標 量水標樋門門扉 　堤防

樋門水路 流向（順流）樋門水路

量水標量水標

（目視による内水位・外水位、流向の把握）

支川（内水河川）は、平常時、本川の水位より高い
ため、本川に流れ込みます。門扉も通常開いています。
量水標とは、その地点の水位を目測するために設置した水位標です。

本川

堤内地側本川側

開閉機 機側操作盤
開閉機

（大淀川） （千曲川）

本川
　水位

水位

本川の水位が支川（内水河川）の水位より高く
なると、市街地側に逆流します。

　堤防 量水標量水標
樋門門扉

流向（逆流）樋門水路

量水標量水標

（内水による浸水状況）

内水浸水

（大淀川） （千曲川）なると、市街地側に逆流します。

本川

　開閉機
　機側操作盤

堤内地側本川側

開閉機

28

樋門

本川
　水位

水位

本川水位が市街地側の水位より高くなった場合、
逆流防止のため閉扉します。

量水標　量水標 　堤防

門扉を閉める 樋門水路

量水標
量水標



■水防活動や避難行動のタイミングに着目した水位の危険レベルをあらかじめ設定し 洪水時には 危険レベル

６）洪水時の河川の管理 ～避難判断の水位情報、リエゾン派遣～

■水防活動や避難行動のタイミングに着目した水位の危険レベルをあらかじめ設定し、洪水時には、危険レベル
に応じた情報を水防団、市町村や住民等への周知。

■洪水時に国から市町村等へリエゾンを派遣し、情報収集等を行うことにより、迅速な支援等を行っている。

市町村・住民に求める行動洪水予報指定河川
水位周知河川水位レベル

■水位レベルに応じた周知情報例

国管理河川 都道府県管理河川

■洪水予報、水防警報、水位周知河川指定状況

逃げ遅れた住民の救助等○○川はん濫発生情報

水位周知河川

4

5

はん濫の発生

洪水予報指定河川 １０９水系２８７河川 ６１水系１１８河川

水防警報河川 １０９水系４０９河川 １３３９河川

住民の避難完了○○川はん濫危険情報

4
（
危
険
）

3
はん濫危険水位

水防警報河川 １０９水系４０９河川 １３３９河川

水位周知河川 ５６水系１３０河川 １３７３河川

（平成２２年１２月３１日）

○○川はん濫警戒情報
2
（
注

（
警
戒
）

避難判断水位 避難勧告等の発令

避難判断水位に達した場合、または
一定時間後にはん濫危険水位に到達

（平成２２年１２月３１日）

地方自治体へのリエゾン派遣状況

○○川はん濫注意情報

注
意
）

1

はん濫注意水位

定時間後にはん濫危険水位に到達
することが見込まれる場合

避難準備情報の発令

水防団出動水防警報

29

水防団待機水防団待機水位 水防警報

平成２２年鹿児島県大島支庁



■洪水時には各地で水防団による水防活動が実施されている

６）洪水時の河川の管理 ～水防活動～

■洪水時には各地で水防団による水防活動が実施されている。
■水防団員は高齢化とともに団員の減少等の課題を有する。
■被害の最小化に向けて、排水ポンプ車等の資機材を用いた支援を行っている。

排水ポ プ車 よる支援■排水ポンプ車による支援■水防活動状況

■水防団の年齢構成の変化

大淀川での水防活動の状況

信濃川水系新大正川（新潟県田上町）

雄物川沿川での水防活動状況 地下街への入り口に土嚢設置状況
（福岡市博多区）

81% 16% 3%Ｓ４８
S48・団体数：3,185

・団員数：1,167,154人
・年齢別構成（S50）

■水防団の年齢構成の変化
～39歳

信濃川水系新大正川（新潟県田上町）

40～49歳 50歳

58% 25% 17%Ｈ２２

年齢別構成（S50）

H22 ・団体数：1,760
団員数 893 573人

30

% % %Ｈ２２
・団員数：893,573人

水防団員の減少と高齢化の進展

～39歳 40～49歳 50歳

タイ王国における排水活動状況



■洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し 被害の軽減を図るため 浸水想定区域図を作成 公表するととも

６）洪水時の河川の管理 ～水防演習・洪水ハザードマップ～

■洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、被害の軽減を図るため、浸水想定区域図を作成・公表するととも
に、これらをもとに市町村が作成･公表する「洪水ハザードマップ」について、技術的な支援を実施。

■洪水時の水防活動を円滑に行うため市町村等において水防演習を実施。

■浸水想定区域図のイメージ ■水防演習の実施状況

■洪水ハザードマップのイメージ

1,291

1,500 

市町村数

目標：1342市町村（※4）

目標：約1500市町村（※3）

洪水ハザードマップ作成・公表状況 ※１
（平成23年3月31日）※２

２３１
河川

避難先の
位置・名称

連絡先
・行政機関
・医療機関

・ライフライン
管理機関

地下空
間の分布

情報の
伝達経

路

552 

727 

947 

1,137 

1,291 

600 

900 

1,200 ※１ Ｈ２１までは浸水想定区域を含まない市町村でのHM作成を含む
※２ 東北地整管内は、Ｈ２２年３月末時点の情報
※３ 平成18年4月時点での目標市町村数
※４ 平成23年3月末時点での目標市町村数（市町村合併による）
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約１，１００河川

・管理機関

浸水想定区域・浸水深の明示

避難時の心得 ・
持ち物

平成２２年白川での水防演習
12 24 40 49 82 101 

148 
217 

301 
375 

439 

0 

300 

H7まで H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22



河川管理者は 渇水時には利水者間 協議が円滑に行われるよう 水利使用 調整に関し 必要な情報

７）渇水時の河川の管理①

■河川管理者は、渇水時には利水者間の協議が円滑に行われるよう、水利使用の調整に関して必要な情報の
提供等に努めている。

■渇水調整にあたっては、河川流況・ダム貯水量等の情報の提供や、渇水調整協議会を主導。

河川流況、ダム貯水率の状況把握

渇水調整の流れ１ 利水者の互譲の精神
（河川法第53条第1項、第2項）

・河川の公共用物としての性格上、利水者は、相
互にその水利使用の調整について必要な協議

【河川流況把握】

河川流況の悪化、ダム貯水量の低下により、
水利使用許可に係る水利使用が困難となる恐れ

互にその水利使用の調整について必要な協議
を行うように努めなければならない。

・協議に当たっては、互譲の精神により、相互に
他の水利使用を尊重しなければならない。

管 者 役割

鳴瀬川水系鳴瀬川
渇水による瀬切れ状況（H6.8）

【ダム貯水量把握】

河川管理者
河川流況 ダム貯水量等の情報提供

渇水調整協議会の開催
２ 河川管理者の役割
（河川法第53条第1項、第3項）

・利水者間の協議が円滑に行われるように、水利
使用の調整に関して必要な情報の提供に努め
なくてはならない。

【ダム貯水量把握】

・河川流況､ダム貯水量等の情報提供
・今後の予測等を踏まえた

取水制限目安の提供 など

各利水者
・取水制限における各利水への影響予測

なくてはならない。
・水利使用の調整に関して必要なあっせん又は
調停を行うことができる。

３ 渇水時における水利使用の特例
（河川法第 3条の2）

渇水調整会議状況
利根川水系男鹿川五十里ダム
渇水による貯水量低下状況（H13.6）

・取水制限における各利水への影響予測
・取水制限対象、取水制限率の決定
・取水制限実施の決定 など

取水制限の実施

（河川法第53条の2）
・異常な渇水により水利使用が困難となった利水
者に対し、他の利水者が、河川管理者の承認を
受けて、自己の水利使用を、水利使用が困難に
なった利水者に行わせることができる。

河川管理者
・取水制限を考慮したダム補給、河川流況の監視及び予測

各利水者
・住民への節水広報、渇水被害状況の把握

・河川管理者は、既に許可を受けている水利使用
の範囲内での水融通を円滑なものとするため、
許可から承認にすることで審査の簡素化を図り、
関係行政機関との協議等も要しないこととしている。 32



７）渇水時の河川の管理②

（参考）利根川における渇水発生状況と対応について

給水取水制限状況項目

利根川における渇水発生状況と対応

利根中央用水における番水ブロックのイメージ

平成８年渇水時の影響の概要

（参考）利根川における渇水発生状況と対応について

東京都 上水 15 東京都水道
・減圧給水　区部：約59,800戸
                 多摩：約26,700戸

・減圧給水：202,644人
・１市１町で一時断水

都県名 目的
給水
制限
（％）

影　　　　響利水者取水制限 最大取水 渇水対策連絡協議会

自 至 日数 制限率 開催回数

昭和４７年 6/6 7/15 40 15% 2

昭和４８年 8/16 9/6 22 20% 2

取水制限状況
取水制限期間

　　　 項目

渇水年

（取水口）

埼玉県 上水
平均
20.9

埼玉県水道

・１市１町で一時断水
・減圧給水により13事業体で高台,
給水の末端地域,2階で断水。
・44事業体で水の出不良、湯沸器
の 不着火

農水 30 利根中央用水 番水対応

昭和５３年 8/10 10/6 58 20% 9

昭和５４年 7/9 8/18 41 10% 3

昭和５５年 7/5 8/13 40 10% 2

千葉県 上水 20.1 千葉県水道局
減圧給水：378,000戸、一時断水：
8戸

30 北千葉広域水道企業団
減圧給水：5,100戸、赤水発生35
戸

昭和５７年 7/20 8/10 22 10% 2

昭和６２年 6/16 8/25 71 30% 7

平成　２年 7/23 9/5 45 20% 7

農水 30 成田用水 番水対応

茨城県 上水 30 県南広域水道
24時間減圧給水。高台で水の出
が悪くなった。

桐生市水道
(桐生市）

平成　６年 7/22 9/19 60 30% 6

1/12 3/27 76 10% 3

8/16 9/25 41 30% 9

平成　８年 利根川にかんがい目的の水利権を有している利根中央用水では、
節水への取り組みとして下記に示す番水対応等を行った。

桐生市水道

大間々笠懸水道

新田山田水道

12.5群馬県 上水

・一部地域で水圧の低下。
  減圧給水：25,286人(8,780世帯)
(大間々笠懸）
・減断水：892人（断水：110人）
(薮塚本町）
・減断水17,846人(断水：200人）
(新田町）
・減水：10,200人

平成　９年 2/1 3/25 53 10% 3

平成１３年 8/10 8/27 18 10% 7

取水制限の平均日数 45.2

○番水の方法

・用水路系全体を３ブロック（上流、中流、下流）に分割し、４日間通
水、２日間断水の６日間のローテーションを実施。

・利根川での取水制限が２０％となった８月２１日から、一時緩和され
るまでの８日間実施。

○取水の対応減水：10,200人

・平成８年は冬と夏の年２回の渇水が発生。
・取水制限日数には、一時的に制限が緩和された日を含む。

○取水の対応

・取水制限に伴い、用水路の水位が低下し、自然取水が困難となっ
た取水口においては、ポンプよる取水に切り替えて対応。

※各都県からの報告により整理
※群馬県は、上水40%取水制限時
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